
所 管 課 名

件 名

契 約 内 容

契 約 期 間

契 約 締 結 日

契 約 相 手 方

○ 第１号

第２号

第３号

第５号

第６号

第７号

第８号

第９号

随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 消防本部　消防署　企画調整担当

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　円滑な救急業務を遂行する上で消防機関と救急医療機関との連携が必要不可欠であり、
救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導・助言体制、救急活動の医学的観
点からの事後検証体制、救急救命士等の要請に基づく災害現場への医師派遣等によりメ
ディカルコントロール体制の充実強化を図るため、医療機関のさくら総合病院と救急業務
高度化推進事業委託を随意契約を行ったもの。

医療法人医仁会 さくら総合病院

契 約 金 額

200,000円

指示業務:120,000円、指導・助言業務:無償、事後検証業務(※昨年度ベースにて計
算):80,000円予定(4,000円/件×約20件)、現場派遣業務:無償

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

随意契約に関する調書（公表）

消防本部　消防署　企画調整担当

救急業務高度化推進事業委託契約

救急救命士が行う特定行為に対する指示業務、救急救命士等が行う救急活動に対する指導
及び助言業務、救急救命士等が行った救急活動に対する医学的観点からの事後検証業務、
救急救命士等の要請に基づく災害現場への医師派遣業務

令和2年4月1日から令和3年3月31日

令和2年4月1日
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随意契約の理由
及 び
業者選定の理由

その他特記事項

※　本件についてのお問い合わせ先 消防本部　消防署　企画調整担当

競争入札に付すことが不利と認められるとき。

時価に比して著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。

競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がい
ないとき。

落札者が契約を締結しないとき。

　円滑な救急業務を遂行する上で消防機関と救急医療機関との連携が必要不可欠であり、
救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導・助言体制、救急活動の医学的観
点からの事後検証体制、救急救命士等の病院研修等によりメディカルコントロール体制の
充実強化を図るため、地域医療機関の総合犬山中央病院と救急業務高度化推進事業委託を
随意契約を行ったもの。

社会医療法人 志聖会 総合犬山中央病院

契 約 金 額

1,372,800円

指示業務:293,480円(税込)、指導・事業業務:無償、事後検証業務(昨年度ベース試
算):244,200円予定(3,700円/件×約60件×1.1）、病院研修業務:835,120円

根 拠 規 定

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

少額随契（１人による見積りとなった場合（契約規則第２４条の３第１
項第1号及び第２号の規定による場合を除く））

契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

障害者支援施設等により製作された物品の買い入れ、又は役務の提供を
受ける契約をするとき。

緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。

随意契約に関する調書（公表）

消防本部　消防署　企画調整担当

救急業務高度化推進事業委託契約

救急救命士が行う特定行為に対する指示業務、救急救命士等が行う救急活動に対する指導
及び助言業務、救急救命士等が行った救急活動に対する医学的観点からの事後検証業務、
救急救命士が受講しなければならない医療機関での就業前研修、生涯教育研修及び救急隊
員の病院研修業務

令和2年4月1日から令和3年3月31日

令和2年4月1日


